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営農経済部からのお知らせ
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藤井　拓也
　今回は、農業者の皆さん、地域住民の皆さんに情報配信
しているJA京都市LINE＠について紹介します。

・ ・

　いまや日本人の２人に１人以上が利用しているといわれるLINE。
　JA京都市も２０１８年７月にLINE＠を開設しました。LINE＠のお友だちになっていただくと、農
業者の皆さんには「農業者応援おトク情報」、地域住民の皆さんには、マスコットキャラクターの
京香さんから「地域即売会情報」を配信しており、たいへん好評です。
　その中で「私もLINE＠のお友だちになりたいけど、どうやってお友だちになればいいの？」と
いった声がよく聞かれます。そこで今回、まだお友だちになっておられない方にもぜひお友だちに
なっていただきたく、お友だち追加の方法を改めてご説明したいと思います。

【QRコードアプリ編】
スマホの「QRコード読み取りアプリ」から、
QRコードを読み取る。

【友だち追加編】
LINEの「友だち追加」を開き、
「検索」で　@ja_kyotoshi　と入力、
または「QRコード」でQRコードを読み取る。

お友だち追加の方法

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

この資料は概要を説明したものです。
詳細につきましては、「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」お
よび「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。

【お問い合わせ】 

共済部からのお知らせ

業務推進部からのお知らせ

　災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、雑損
控除と災害減免法の適用があり、いずれか有利な方法を選択できます。
　その違いは雑損控除においては、所得から差し引くことにより計算を行い税額を
算出しますが、災害減免法の適用においては所得税自体が軽減又は免除されます。
いずれも適用を受けるためには一定の計算式および一定の条件を満たすことが必
要です。

雑損控除の概要
　災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損害を受けたときは損害金
額から保険金などで補填される金額を差し引いた金額を算式により雑損控
除として所得から差し引くことができます。

災害減免の概要
　災害によって受けた住宅や家財の損害金額から保険金などで補填される金額を差し引いた金額
がその時価の２分の１以上で、かつ、災害に遭った年の所得金額の合計額が１,０００万円以下の時にお
いて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得
税が軽減又は免除されます。

詳しくはJA京都市の各窓口まで
お問い合わせください。

台風等の被害に遭い支出があった時、
確定申告により所得税の控除があります。
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